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 立地適正化計画について 

1-1． 策定の背景と目的 

全国的に急激な人口減少・少子高齢化が進む中、市街地においては拡散した低密度な市街地の

発生を背景に、誰もが安心できる健康で快適な生活環境の実現、財政面および経済面からみて持続

可能な都市経営を行うことが大きな課題となっています。 

このような背景を踏まえ、「都市機能を集約したコンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワー

ク」の連携による「コンパクト・プラス・ネットワーク」を基本とした都市再生特別措置法の一部改正が平

成 26 年（2014 年）8 月に施行され、立地適正化計画を立案し、行政と住民や民間事業者が一体と

なったコンパクトなまちづくりを促進することにより、負のスパイラルを回避し、持続可能な都市づくりを進

めていく必要性が高まってきました。 

中津市においても、人口減少等様々な不安要素を抱えています。これらの都市の不安要素に対し

て、平成 29 年(2017 年)3 月に市の総合計画「なかつ安心・元気・未来プラン 2017」を改訂し、将来

都市像を「暮らし満足Ｎｏ.1 のまち「中津」」と設定し、平成 29 年（2017 年）5 月に「中津市都市計画

マスタープラン」を策定し、まちづくりの目標として「地域ごとに拠点を設けた、住みやすいコンパクトな都

市」を標榜してきました。 

本立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版に位置する計画であり、都市計画マスタ

ープランで描かれた目標・目標像を実現するための具体的な方策を示すものとして策定するもので

す。 

  

◆都市計画マスタープランを実現するための具体的な方策を示す 

人口減少・
少子高齢化

市街地の
スポンジ化

激甚化する
災害への対応

公共交通や
生活     の維持

老朽化した都市
施設の維持更新 その他

「なかつ安心・元気・
未来プラン2017」
（平成29年3月策定）

将来都市像を「暮らし満足 No.1のまち「中津」」と設定

中津市
立地適正化計画

都市計画マスタープランで描かれた目標・目標像を実現するための
具体的な方策を示すものとして策定

[立地適正化計画のポイント]
・一つの拠点に全てを集約するのではなく、中心拠点、生活拠点等の多極的なコンパ

クト化を目指すもの
・全ての人口を集約するのではなく、一定エリアでの人口密度の維持を図るもの
・強制的な集約ではなく、居住や都市機能誘導の支援策等を講じ、時間をかけて誘

導による集約を図るもの

中津市都市計画
マスタープラン

（平成29年5月策定）

まちづくりの目標として、
「地域ごとに拠点を設けた、住みやすいコンパクトな都市」を標榜

中津市における都市の不安要素
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中津市立地適正化計画 

 

1-2． 立地適正化計画の概要 

立地適正化計画とは、平成 26 年（2014 年）8 月に改正された都市再生特別措置法に基づく都市

計画制度のひとつで、都市全体の観点から居住や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交

通の充実等に関して定める包括的なマスタープランです。 

人口減少や高齢化が進むなか、都市計画区域内に「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」を定

め、これらの区域内に居住や都市機能を誘導することで、公共交通と連携した「コンパクト・プラス・ネッ

トワーク」のまちづくりを推進するものです。 

図 「コンパクト・プラス・ネットワーク」のねらい 

出典：国土交通省「第 3 回非社会保障 WG 資料」(H27.10) 

図 立地適正化計画のイメージ（非線引き区域※の場合） 

 

※「非線引き区域」…市街化区域と市街化調整区域のいずれにも区分されていない都市計画区域のこと  

◆誘導区域を定め、「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進 

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を

維持するエリアを設定

立地適正化計画区域
＝都市計画区域

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導する

エリアと当該エリアに

誘導する施設を設定

・居住誘導区域を定めることによ

り、区域外における一定規模以

上の住宅等の建築等が事前届

出の対象となります。区域内の

居住環境の向上、公共交通の

確保等、居住の誘導を図るため、

財政上、金融上、税制上の支

援措置等を計画に記載できま

す。

・都市機能誘導区域を定めること

により、区域外における誘導施

設の建築等が事前届出・勧告

の対象となります。区域内に都

市機能の誘導を図るため、財政

上、金融上、税制上の支援措

置等を計画に記載できます。

公共交通
維持・充実を図る

公共交通網を設定
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1-3． 計画の位置づけ 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき中津市が策定するもので、都市計画マスター

プランの一部とみなされます。上位計画に即した内容にするとともに、関連計画と整合を図ることが必

要です。 

 

1-4． 策定体制 

策定に際しては、庁内検討委員会及び外部の学識経験者や各種団体の方から構成される策定委

員会を開催し、市民意見や関係団体の意見等も踏まえながら計画案を作成しています。 

最終的に都市計画審議会の諮問を経て公表されています。  

＜大分県が定めるもの＞ ＜中津市が定めるもの＞

中
津
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

「整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」

（都
市
計
画
法
６
条
２
）

中津市総合計画

上位計画

都市計画に関する事項

中津市都市計画マスタープラン

＜関連計画＞
・地域公共交通網形成計画（地域公共交通計画として改定予定）
・公共施設等総合管理計画 ・空家等対策計画
・地域福祉計画 ・景観計画 等

相互連携

整合

中
津
市

ま
ち
・ひ
と
・し
ご
と

創
生
総
合
戦
略

人
口
ビ
ジ
ョ
ン

立地適正化計画

諮問 答申

中津市立地適正化計画

策定委員会
（有識者、市民代表等）

事務局

(まちづくり推進課)

調整

市民
・アンケート調査

・パブリックコメント

関係団体
(商業経済、保健福祉

、住宅・建築等)
協議・
調整

意見
反映

庁内検討委員会

（福祉、商工観光、防災、

農林水産、土木、教育など庁内各課）

中津市都市計画審議会

調整

◆都市計画マスタープランの一部であり、各種計画と連携が必要 

◆策定委員会で計画案作成、都市計画審議会の諮問後、公表 
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中津市立地適正化計画 

 

1-5． 計画の対象区域 

立地適正化計画の対象区域は、都市再生特別措置法第 81 条に基づき「都市計画区域」（旧中津

市全域）に定めます。 

図 対象区域 

 

1-6． 計画の目標年次 

立地適正化計画の目標年次については、都市計画運用指針（国土交通省第 12 版）において概ね

20 年後の都市の姿を展望し、併せてその先の将来も考慮することが必要とされているため、次のよう

に定めます。 

 

 

 

 

 

 

※「都市計画区域」 

…都市活動に必要な土地や施設が、その中で充足できるように積極的に整備、開発、保全する必要のある区域 

※「準都市計画区域」 

･･･積極的な整備又は開発を行う必要はないものの、無秩序な土地利用を抑制する区域 

目標年次：令和 27年（2045年） 

立地適正化計画の対象

(都市計画区域)

立地適正化計画の対象外

(都市計画区域外・準都市計画区域)

都市計画区域

都市計画区域外

準都市計画区域

中津市役所

用途地域

◆対象区域は、「都市計画区域」（旧中津市全域） 

◆概ね 20 年後の都市の姿を展望 


